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研究成果の概要： 

 

日本では、社会的企業が、企業の社会貢献との延長線上で捉えられ、制度的・社会的基盤条件

を無視した研究が行われてきた。それに対し、我々は、EMESネットワークの社会的企業論を分

析枠組の基礎に据え、英国イースト・ロンドンの社会的企業、並びに、障害者雇用領域で活動

する日本の社会的企業について調査研究を行った。これらの比較調査から、社会的企業の発展

にとっては、①委託事業を含む政府（行政）との協働のあり方や②地域でセクターを形成しう

るインフラストラクチャー組織の存在が極めて重要であることが理解できた。 

 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2006年度 1,400,000 0 1,400,000 

2007年度 2,000,000 600,000 2,600,000 

2008年度 2,000,000 600,000 2,600,000 

年度    

  年度    

総 計 5,400,000 1,200,000 6,600,000 

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：経営学・経営学（3701） 

キーワード：社会的企業、NPO、サード･セクター、障害者雇用 

 

１．研究開始当初の背景 

今日、社会的企業に関しては、社会的起業

家を重視したアメリカの社会的企業論と欧

州の EMES ネットワークに代表される社会的

経済・連帯経済論を基盤とした社会的企業論

の二つの流れがあり、日本では、この内、谷

本寛治等、経営学者を中心に、前者の社会的

起業家を重視した議論が多く見られ、社会的

企業が、企業の社会的責任との連続線上で捉

えられると同時に、事業収入中心で、一般市

場で自立して継続的に運営していくことの

できる組織といったイメージで語られるこ

とが多かった。しかし、上記のような日本の

社会的企業論においては、未だに本格的な実
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証研究が欠如しており、成功事例の事業内容

が簡単に紹介されているに過ぎない場合が

多い。そのため、日本での社会的企業論は、

以下のような問題を抱えてきた。 

 

（1）実際の社会的企業は、困難な生産要素

（特に不安定な労働力）と購買力のない地域

市場という負の条件を有しているにも拘ら

ず、社会的企業を財政的に成り立たせている

政府からの補助金や事業委託の存在につい

て看過してきた。 

 

（2）社会的企業が成立している社会的・制

度的基盤が無視され、社会的企業の成立が専

ら社会的起業家の存在のみに還元して説明

されてきた。 

 

（3）社会的企業におけるイノベーションの

内実や源泉・条件に関しても明らかにされて

きたとは言い難い。そして、第四に、社会的

企業における「社会性」に関しても、米国や

日本の社会的企業論は、非常に曖昧であり、

社会的企業の範囲を不用意に拡大し過ぎる

きらいがあった。 

 

２．研究の目的 

上述のような既存の社会的企業論の限界

性に対して、本研究では、むしろ EMES グル

ープによる社会的企業論を援用しつつ、社会

的企業を、社会的排除の解決という文脈で位

置付け、社会的所有（利益の地域コミュニテ

ィへの還元やマルチ･ステークホルダーの参

加）や基盤としてのソーシャル・キャピタル

を特徴とした、一定のリスクを背負った事業

組織として把握する。その上で、社会的企業

を、(1)「福祉国家のリストラクチャリング」

（ルイス）を前提としたサード･セクターの

再編成過程において生じている現象として

捉えつつ、(2)社会的企業が社会的排除問題

を解決する際のイノベーティブな手法とそ

れを支える基盤条件、すなわち、制度・政策

的基盤と社会的基盤（地域社会の諸アクター

との間で構築されているソーシャル・キャピ

タル）について、国際比較研究を通して明ら

かにしていくことを目指した。 

 

３．研究の方法 

 以上のような研究目的を達成するために、

我々は下記のような方法をとって調査研究

を遂行してきた。 

 

（1）EMES ネットワークを中心とした社会的

企業論、サード･セクター論の理論をサーベ

イし、社会的企業におけるイノベーションや

発展条件を考える際の分析枠組を検討。とり

わけ、社会的企業を支える制度的基盤として、

社会的企業を含むサード・セクター組織と政

府（行政）の協働、並びに、社会的企業を支

援するインフラストラクチャー組織（中間支

援組織）について理論サーベイを重点的に行

った。 

 

（2）それまでに行ってきた英国社会的企業

ヒアリング調査を基盤に、今回は、イースト･

ロンドンのタワー･ハムレット区、並びに、

比較対象としてサウス･ウェスト地方のグロ

スター地区におけるボランタリー組織の商

業化傾向や数尐ない CIC（コミュニティ・イ

ンてレスト・カンパニー）に対してヒアリン

グ調査を行った。これらの調査は、地域を限

定して、地域関係を詳細に見ていく地域調査

としての性格を強く持っていた。 

 

（3）以上のような英国社会的企業調査が日

本の社会的企業を含むサード・セクターにと

って、どのような実践的インプリケーション

を有しているのか検討するために、とりわけ

平成 19 年度以降は、日本の社会的企業につ

いての実態調査も行った。日本の社会的企業

調査を行うにあたっては、事業領域によって

かなりの差異があるので、特に障害者雇用領

域の社会的企業のヒアリング調査を行った。 

 

（4）これまでの海外社会的企業調査から、

社会的企業の発展条件として、政府（行政）

との協働（とりわけ委託事業のあり方）、加

えて、社会的企業を支えるインフラストラク

チャー組織のあり方が極めて重要であるこ

とが理解できたので、併せて、日本における

インフラストラクチャー組織の調査研究も

行った。これらの調査研究は、未だに予備的

なものではあるが、兵庫県のコミュニティサ

ポート・センター神戸（CS神戸）等、幾つか

の主要なインフラストラクチャー組織とそ

こでの行政との協働についてヒアリング調

査を行っている。 

 

４．研究成果 



 

 

 

（1）EMES ネットワークを中心とした社会的

企業論やサード・セクター論をサーベイする

中から理解することのできた項目としては

以下のようなことを挙げることができる。 

 

①社会的企業の分析を行うに際しては、エバ

ースが提示している三極モデルのように、社

会的企業を政府・市場・コミュニティの媒介

領域に位置づけ、社会的企業が単純な市場経

済ではなく、多元的経済を基盤として成立し

ていると見なすことが重要であること。この

ような見方をすることが、実際の社会的企業

調査を行う際に極めて適合的であった。 

②社会的企業におけるイノベーションにつ

いては、ペストフ・ボルザガ・ドゥフルニに

よる研究が極めて示唆的であった。社会的企

業における社会性（社会的排除に対する社会

的包摂という目的、社会的所有、社会関係資

本）が重要なイノベーションの基盤となるこ

とが理解できた。但し、その一方で、そのよ

うな社会性を維持しようとすることがオー

ナーシップ・コストの上昇等、社会的企業に

特有の経営課題を生み出し、社会的企業に適

合的な組織環境の整備を要請することが理

解できた。 

 

（2）タワー・ハムレットやグロスターの地

域調査からは、英国社会的企業の基盤となっ

ている社会関係、LSP（地域戦略パートナー

シップ）等のパートナーシップ政策、地域イ

ンフラストラクチャー組織などとの関係に

ついて理解することができた。 

 

①タワー・ハムレット調査では、ブロムリ

ー・バイ・ボー・センターを中心に、エイジ・

コンサーンのような大規模ボランタリー組

織、バイク・ワークス（新しい CIC）、セント・

マーガレット・ハウスといった伝統的なボラ

ンタリー組織のヒアリングを行ってきたが、

あくまでも社会的企業という概念が政策的

タームとして浮上してきているということ、

一定の規模以上のボランタリー組織が社会

的企業という自己認識を行っていること、

LSP等のパートナーシップの中では、現実に

は、それほどの影響力を持っていないという

ことがわかった。 

②グロスター調査では、地方においてはそれ

ほど社会的企業が浸透していないというこ

とを改めて実感した（CIC もグロスター県に

おいて 1 団体であり、その団体も伝統的なチ

ャリティ団体であった）。一方で、GAVCA をは

じめ、地域に密着したインフラストラクチャ

ー組織が、地域のサード・セクターをセクタ

ーとしてまとめ上げ、政府（行政）とのパー

トナーシップ構築においてきわめて重要な

役割を果たしていることが理解できた。 

 

（3）日本国内においては、障害者雇用領域

の社会的企業として、共同連加盟のねっこ共

働作業所、がんばったカンパニー、くらしの

宝島（以上、滋賀県）、ワーカーズ・コレク

ティブ協会、グリーン（神奈川県）、NPOぱれ

っと、くるめ・一歩の会（東京都）、見沼福

祉農園（埼玉県）、べてるの家（北海道）、た

んぽぽの家（奈良県）等のヒアリング調査を

行った。これらの調査から、日本には、障害

者雇用領域において、多様な社会的企業の流

れが存在していること、そして、それらの系

譜ごとに「障害者と健常者がともに働くこ

と」に関する考え方が異なることが理解でき

た（指導非指導関係の否定、配分の平等、地

域社会に開かれた職場等々）。また、日本で

は、福祉政策（障害者自立支援法）と雇用政

策の齟齬があり、日本で形成されている数尐

ない社会的企業制度である滋賀県の社会的

事業所条例などが一般化しないということ

もわかった。 

 

（4）日本国内のインフラストラクチャー組

織（中間支援組織）に関しては、前述の CS

神戸をはじめ、日本 NPO センター、さいたま

NPOセンター、杉並 NPO 支援センター、フュ

ージョン長池、市民社会研究所等のヒアリン

グ調査を行ってきた。中でも CS 神戸に関し

ては、コミュニティ・ビジネスの成長を支え

る具体的な支援プロセスに関して、かなり詳

細な調査行うことができた。そこでは、中核

となる小集団の形成や事業計画作りをサポ

ートしつつ、彼等を地域社会の様々な地域資

源にいかにして結び付けていくかというこ

とが重要であることが理解できた。そして、

そのことは翻って、インフラストラクチャー

組織自体の条件として、地域社会に豊富なソ

ーシャル・キャピタルを構築していることが

重要であることも示していると言えるだろ

う。そして、中間支援組織が支援事業以外に

も実質的な地域事業を展開し、その際に支援



 

 

対象となる現場の NPOと競争関係にならない

ように、コンソーシアムのような形でネット

ワーク型の事業を展開することが重要なの

ではないかと言いう仮説を得た。ただし、一

方でインフラストラクチャー組織には、英国

の地域インフラストラクチャー組織のよう

に、一定の公的資金が必要であり、日本では、

それが公設民営型の支援施設の管理運営と

いったものに限定されてしまっていること

が極めて問題だという認識を得た。 

 以上、項目ごとに、今回の調査研究の成果

について論じてきた。総じて述べるならば、

これまで海外の社会的企業について調査研

究を行ってくることで、日本の社会的企業や

サード・セクターを取り巻く社会的・制度的

基盤がいかに様々な問題（出資規定のない

NPO法、多くの問題を抱えた事業委託制度、

脆弱な中間支援組織、分裂的な市民社会）を

抱えているのかが改めて理解できた。今後は、

それらの問題を意識しつつ、未だに体系的に

なされていない日本の社会的企業の実証研

究を発展させていくことにしたい。 
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